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◎新潟県告示第878号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく地方税関係手続に

係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める旨の告示（平成27年12月25日新潟県告示第1547号）

の一部を次のように改正する。 

平成28年８月16日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡）に対応する次の表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡）が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表 

第１欄 第２欄 第３欄 

規則第１条第１

項第２号 

（略） （略） 

規則第１条第１項第

３号ロに規定する個

人番号利用事務等実

施者（以下「個人番号

利用事務等実施者」と

いう｡）が過去に本人

であることの確認を

行った上で個人識別

事項を印字した書類

であって、本人に対し

て交付又は送付した

もの（当該書類を使用

して当該個人番号利

用事務等実施者に対

して提出する場合に

限る｡） 

  官公署又は個人番号

利用事務実施者が過

去に本人であること

の確認を行った上で

個人識別事項を印字

した書類であって、本

人に対して交付又は

送付したもの（当該書

類を申告書又は申請

書等と併せて個人番

号利用事務等実施者

に対して提示又は提

出する場合に限る｡）

（略） 

規則第２条第２

号 

（略） （略） 

個人番号利用事務等

実施者が過去に本人

であることの確認を

行った上で個人識別

事項を印字した書類

であって、本人に対し

別表 

第１欄 第２欄 第３欄 

規則第１条第１

項第２号 

（略） （略） 

個人番号利用事務等

実施者が個人識別事

項を印字した上で本

人に交付又は送付し

た書類で、当該個人番

号利用事務等実施者

に対して当該書類を

使用して提出する場

合における当該書類 

 

 

 

 

 

 

 

  官公署又は個人番号

利用事務等実施者が

個人識別事項を印字

した上で本人に交付

又は送付した書類で、

個人番号利用事務等

実施者に対して、申告

書又は申請書等と併

せて提示又は提出す

る場合の当該書類 

 

 

 

（略） 

規則第２条第２

号 

（略） （略） 

個人番号利用事務等

実施者が個人識別事

項を印字した上で本

人に交付又は送付し

た書類で、当該個人番

号利用事務等実施者
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て交付又は送付した

もの（当該書類を使用

して当該個人番号利

用事務等実施者に対

して提出する場合に

限る｡） 

  官公署又は個人番号

利用事務実施者が過

去に本人であること

の確認を行った上で

個人識別事項を印字

した書類であって、本

人に対して交付又は

送付したもの（当該書

類を申告書又は申請

書等と併せて個人番

号利用事務等実施者

に対して提示又は提

出する場合に限る｡）

（略） 

規則第３条第５

項 

（略） 過去に本人であるこ

との確認を行ってい

る同一の者から継続

して個人番号の提供

を受ける場合で、知覚

すること等により、個

人番号の提供を行う

者が通知カード若し

くは令第12条第１項

第１号に掲げる書類

に記載されている個

人識別事項又は規則

第３条第１項各号に

掲げる措置により確

認される個人識別事

項により識別される

特定の個人と同一の

者であることが明ら

かな場合 

（略） 

規則第７条第２

項 

（略） 登記事項証明書、印鑑

登録証明書その他の

官公署から発行又は

発給をされた書類そ

の他これに類する書

類であって、当該法人

の商号又は名称及び

本店又は主たる事務

所の所在地の記載が

あるもの（提示時にお

に対して当該書類を

使用して提出する場

合における当該書類 

 

 

 

  官公署又は個人番号

利用事務等実施者が

個人識別事項を印字

した上で本人に交付

又は送付した書類で、

個人番号利用事務等

実施者に対して、申告

書又は申請書等と併

せて提示又は提出す

る場合の当該書類 

 

 

 

（略） 

規則第３条第５

項 

（略） 過去に本人であるこ

との確認を行ってい

る同一の者から継続

して個人番号の提供

を受ける場合で、知覚

すること等により、個

人番号の提供を行う

者が本人であること

が明らかな場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

規則第７条第２

項 

（略） 登記事項証明書、印鑑

登録証明書その他の

官公署から発行又は

発給をされた書類そ

の他これに類する書

類であって、当該法人

の商号又は名称及び

本店又は主たる事務

所の所在地の記載が

あるもの（提示時にお
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いて有効なもの又は

発行若しくは発給を

された日から６か月

以内のものに限る。）

並びに社員証等、現に

個人番号の提供を行

う者と当該法人との

関係を証する書類（以

下「社員証等」とい

う。） 

 

地方税等の領収証書

等（当該法人の商号又

は名称及び本店又は

主たる事務所の所在

地の記載があるもの

で、提示時において領

収日付又は発行年月

日が６か月以内のも

のに限る。）及び社員

証等 

 

 

（略） 

規則第９条第４

項 

（略） 過去に本人であるこ

との確認を行ってい

る同一の者から継続

して個人番号の提供

を受ける場合で知覚

すること等により、本

人の代理人として個

人番号を提供する者

が令第12条第２項第

１号に掲げる書類に

記載されている個人

識別事項により識別

される特定の個人と

同一の者であること

（以下「個人番号の提

供を行う者が本人の

代理人であること」と

いう｡）が明らかな場

合 

（略） 

（略） 

いて有効なもの又は

発行若しくは発給を

された日から６か月

以内のものに限る。以

下「登記事項証明書

等」という。）並びに

社員証等、現に個人番

号の提供を行う者と

当該法人との関係を

証する書類（以下「社

員証等」という。） 

地方税等の領収証書

等（当該法人の商号又

は名称及び本店又は

主たる事務所の所在

地の記載があるもの

で、提示時において領

収日付又は発行年月

日が６か月以内のも

のに限る。以下「法人

に係る地方税等の領

収証書等」という。）

及び社員証等 

（略） 

規則第９条第４

項 

（略） 過去に本人であるこ

との確認を行ってい

る同一の者から継続

して個人番号の提供

を受ける場合で知覚

すること等により、個

人番号の提供を行う

者が本人の代理人で

あることが明らかな場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 


